様式第１号（第5条関係）
年　　月　　日
豊後大野市長　　　　　　様

申請者　　　　　　　　　　　　　　　　
住　所　　　　　　　　　　　　　　　　
氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　
連絡先　　　　　　　　　　　　　　　　

豊後大野市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付申請書

　豊後大野市がけ地近接等危険住宅移転事業について補助金の交付を受けたいので、豊後大野市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱第5条の規定に基づき、下記のとおり申請します。
記

○補助交付申請額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

○危険住宅
１　所　在　地　　　　豊後大野市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
２　住　　　宅　　　　自己所有　・　借家
３　宅　　　地　　　　自己所有　・　借地
４　築年月日　　　　　　　　　　　年　　　月　　　日　
５　構造・規模　　　　　　　造　　　階建　・　延べ面積　　　　　㎡
６　除却面積　　　　　　　　　　　　　㎡
○移転先
１　移転先の住所　　　豊後大野市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
２　住宅の取得方法　　新築　・　購入（建売）　・　借家　・　その他
３　土地の取得方法　　取得済　・　購入　・　借地　・　その他
４　着手予定年月日　　　　　　　年　　　月　　　日
５　完了予定年月日　　　　　　　年　　　月　　　日
６　跡地の利用計画　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


添付書類
(1) がけ地近接等危険住宅移転工事計画書（別添1）
(2) がけ地近接等危険住宅移転工事費内訳書（別添2）
(3) 危険住宅の位置図、配置図（がけ断面図を含む。）及び平面図
(4) 危険住宅の除却工事費の見積書の写し
(5) 借入予定の金融機関等により、建物、土地の費目ごとに作成された利息計算書等（借入額、返
済年数、利率、支払総額及び利子相当額等が確認できるもの）
(6) 移転先の位置図
(7) 危険住宅の土地及び家屋の登記簿謄本（全部事項証明書）
(8) 移転先の土地の登記簿謄本（全部事項証明書）
(9) 危険住宅及び移転先の写真　各2枚
(10) 跡地の管理についての誓約書
(11) 市税完納証明書
(12) 誓約書
(13) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第27条第1項に係る説明書又は住宅性能評価書等(同法第2条第1項第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準に適合していることを証明できるもの)
(14) その他市長が必要と認める書類

別添１
がけ地近接等危険住宅移転工事計画書
申請者氏名　　　　　　　　　　　　　　  

(1) 危険住宅移転工事計画
	危険住宅
除却等事業
	家屋の所有者
	

	
	宅地の所有者
	

	
	工事施工者
	

	
	着手予定年月日
	　　　　　　　年　　　　月　　　　日

	
	完了予定年月日
	　　　　　　　年　　　　月　　　　日

	代替住宅
建設等事業
	敷地所有者
	

	
	設　計　者
	

	
	工事施工者
	

	
	確認年月日番号
	　　　　　　　年　　　　月　　　　日　第　　　　号

	
	着手予定年月日
	　　　　　　　年　　　　月　　　　日

	
	完了予定年月日
	　　　　　　　年　　　　月　　　　日



(2) 資金計画
	収入
	自己資金
	円　

	
	借入金
	銀行　　　　支店　
	円　

	
	
	銀行　　　　支店　
	円　

	
	
	銀行　　　　支店　
	円　

	
	
	
	円　

	
	合　計
	円　

	支出
	除却等費
	円　

	
	建設(購入)費
	円　

	
	土地購入費
	円　

	
	敷地造成費
	円　

	
	合　計
	円　


別添２

がけ地近接等危険住宅移転工事費内訳書
申請者氏名　　　　　　　　　　　　　　  

(1) 危険住宅の除却等に要する経費
	種　　類
	金　　　額
	積算内容

	撤　　　去　　　費
	千円　　
	

	動　産　移　転　費
	千円　　
	

	跡　地　整　備　費
	千円　　
	

	仮住居費
	千円　　
	

	その他移転に伴う経費
	千円　　
	

	合　　　　　　　計
	千円　　
	

	交付申請額
	千円　　
	



(2) 代替住宅の建設(購入を含む)に要する経費
	種　類
	借入金
	利率
	期間
	利息額
	交付申請額
	借入先

	建　物
	千円
	％
	年
	千円
	千円
	

	土　地
	千円
	％
	年
	千円
	千円
	

	敷地造成費
	千円
	％
	年
	千円
	千円
	

	合　計
	千円
	－
	－
	千円
	千円
	



注意事項
(1) その他の移転に伴う経費については、1万円を限度として計上すること。
(2) 仮住居費については、借家の場合は3月以内とする。
(3) 利率は、8.5％を限度とする。なお、8.5％を超える場合はその利率及び利息額を、それぞれ欄の上段に ( ) 書で記入すること。

